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【１】組織の概要 

１．商号  株式会社 サニタリー 

２．所在地 本    社  〒891-0113 鹿児島市東谷山五丁目 20 番 11 号 

               TEL 099－268－2014 

               FAX 099－267－7939 

E-メール sanitary@po5.synapse.ne.jp 

       谷山港事業所  〒891-0131 鹿児島市谷山港三丁目 4 番 7 号 

               TEL 099－262－1764 

               FAX 099－262－5423 

       リファイナリー 〒891-0131 鹿児島市谷山港三丁目 4 番 21 号 

       センター    TEL 099－262－6231 

               FAX 099－262－4360 

３．代表者 池本 宗隆（代表取締役） 

４．社員数 ９２名（内契約社員 １名） 

５．環境管理責任者、環境事務局氏名及び担当者連絡先 

環境管理責任者 本社      浅井 進一郎 TEL099-268-2014 

環境事務局 本社        郷之丸 政弘 TEL099-268-2014 

担当者 本社          上薗 秀   TEL099-268-2014 

担当者 谷山港事業所      上村 行弘  TEL099-262-1764 

担当者 リファイナリーセンター 新木 伸哉  TEL099-262-6231 

６．創 業 昭和 46 年 8 月（昭和 30 年 10 月） 

７．資本金    １２百万円 

８．売上高 １，166 百万円 

（事業年度 令和３年 8 月 1 日～令和４年 7 月 31 日） 

９．敷地面積 本    社    663ｍ２ 

谷山港事業所 10,094ｍ２ 

       リファイナリーセンター 18,000ｍ２ 

10．営業種目 ・一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬   ・一般廃棄物・産業廃棄物の中間処理 

       ・し尿処理場等清掃・補修（建設業） ・浄化槽保守点検・清掃業 

 ・下水道管内 TV カメラ調査・補修（建設業） ・グリーストラップ清掃業 

       ・環境計量証明事業 

11．認証取得範囲 

        全事業所、全事業を対象とする。 

12．許認可 

① 浄化槽 

県及び市 許可番号 事業の範囲 
上段：許可日 

下段：有効期限 

鹿児島市長 指令第 2－08 号 浄化槽保守点検業 
令和 2 年 ４月 １日 

令和 ７年 3 月 31 日 

鹿児島市長 指令第３１－08 号 浄化槽清掃業 
令和  ４年 4 月 1 日 

令和 ７年 3 月 31 日 
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② 産業廃棄物 

県・市 許可番号 
事業の 

範囲 

種 類 

上段： 

許可日 

 

下段： 

有効期限 

汚
泥 

廃
油 

廃
酸 

廃
ア
ル
カ
リ 

動
植
物
性
残
さ 

動
物
の
ふ
ん
尿 

動
物
の
死
体 

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類 

ゴ
ム
く
ず 

金
属
く
ず 

 １
３
号
廃
棄
物 

 

ガ
ラ
ス
く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず 

が
れ
き
類 

燃
え
殻 

鉱
さ
い 

紙
く
ず 

ば
い
じ
ん 

繊
維
く
ず 

動
物
系
固
形
不
要
物 

木
く
ず 

鹿児

島県

知事 

第 

04606003809 

号 

優良認定 

収集・運搬                     

R05/03/27 

Ｒ12/05/26 

鹿児

島市

長 

第 

08214003809 

号 

優良認定 

収集・運搬                     

H2９/05/08 

Ｒ06/05/07 

熊本

県知

事 

第 

04305003809 

号 

優良認定 

収集・運搬                     

R3/07/12 

Ｒ10/02/13 

宮崎

県知

事 

第 

04503003809 

号 

優良認定 

収集・運搬                     

Ｒ５/0２/03 

Ｒ12/02/02 

福岡

県知

事 

第 

040０0003809 

        号 

収集・運搬                     

R02/06/05 

R07/06/04 

鹿児

島市

長 

第 

08224003809 

号 

優良認定 

（中間処理） 

油水分離 

焼却：キンセイ炉 

焼却：アクトリー炉 

中和 

肥料化 

脱水 

選別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H29/05/08 

Ｒ06/05/07 
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③ 一般廃棄物 

県及び市 許可番号 事業の範囲 
上段：許可日 

下段：有効期限 

鹿児島市長 第 6 号 

収集・運搬 

ごみ、汚水・浄化槽汚泥・ディスポーザー汚

泥（本庁、谷山支所、伊敷支所、東桜島支所

及び吉野支所管内に限る） 

令和 ４年 5 月 27 日 

令和 ６年 5 月 26 日 

鹿児島市長 第 1001 号 

中間処理（堆肥化、油水分離） 

汚泥（し尿処理施設及び浄化槽より排出され

るもの）、生ごみ、ｸﾞﾘーｽﾄﾗｯﾌﾟ清掃廃水、廃

油 

令和 ３年 7 月 11 日 

令和 ５年 7 月 10 日 

 

 

④ 特別管理産業廃棄物 

県及び市 許可番号 事業の範囲 
上段：許日 

下段：有効期限 

鹿児島県知事 
第04650003809号 

優良認定 

収集・運搬 

廃油、廃酸、廃アルカ

リ、ばいじん、汚泥、

感染性産業廃棄物 

令和 2 年 12 月 20 日 

令和 9 年 12 月 19 日 

熊本県知事 
第04355003809号 

優良認定 

収集・運搬 

廃酸、廃アルカリ、ば

じん、汚泥、廃油、感

染性産業廃棄物 

令和 ３年 ７月 1２日 

令和１０年 2 月 13 日 

宮崎県知事 
第04553003809号 

優良認定 

収集・運搬 

汚泥、廃油、廃酸、廃

アルカリ、ばいじん、

感染性産業廃棄物 

令和 2年12月26日 

令和 9年12月25日 

福岡県知事 第04050003809号 

収集・運搬 

汚泥、廃油、廃酸、廃

アルカリ、ばいじん、 

感染性産業廃棄物 

令和  ２年 ７月１０日 

令和  ７年 ７月  ９日 

鹿児島市長 
第08274003809号 

優良認定 

中間処理 

中和 

廃酸、廃アルカリ 

焼却 

廃油、廃酸、廃アルカ

リ、汚泥、ばいじん、

感染性産業廃棄物 

令和 2 年 12 月 5 日 

令和 9 年 12 月 4 日 

       

⑤ 一般建設業 

県及び市 許可番号 事業の範囲 
上段：許可日 

下段：有効期限 

鹿児島県知事 (般-2６)第 2127 号 

土木工事業、石工事業、

管工事業、ほ装工事業、

防水工事業、とび・土

工工事業、電気工事業、

鋼構造物工事業、しゅ

んせつ工事業、水道施

設工事業 

令和元年 7 月 7 日 

令和６年 7 月 6 日 
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⑥ 一般貨物自動車運送業 

県及び市 登録番号 事業の範囲 登録年月日 

国土交通省 九運自第 1460 号 19 営業区域：九州圏 昭和 54 年 3 月 29 日 

                      （九州圏への変更登録：平成 9 年 6 月 25 日） 

⑦ 計量証明事業 

県及び市 登録番号 事業の範囲 登録年月日 

鹿児島県知事 第 68 号 濃度（大気・水又は土壌） 平成 5 年 11 月 1 日 

 

⑧ 建築物排水管清掃業 

県及び市 登録番号 事業の範囲 
上段：許可日 

下段：有効期限 

鹿児島県知事 鹿児島県27排第2号 建築物排水管清掃 
令和 ３年 11 月 25 日 

令和 ９年 11 月 24 日 

 

⑨ 肥料製造業登録 

国 登録番号 肥料の種類 
上段：登録日 

下段：有効期限 

農林水産省 生第 80957 号 汚泥発酵肥料(サニーソイル 1 号) 
平成 12 年 11 月 10 日 

令和 ６年 11 月  9 日 

 

 

13．資格者数                                R5.３.３1 現在 

資 格 名 人数 資 格 名 人数 

一般廃棄物収集運搬・処分業者講習修

了者 
2 人 

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄 

物処理業講習会修了者(収集運搬) 
2 人 

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処

理業講習会修了者（処分） 
2 人 し尿・汚泥再生処理施設技術管理士 ２人 

産業廃棄物焼却施設技術管理士 5 人 
産業廃棄物中間処理施設技術管理

士 
５人 

破砕・リサイクル施設技術管理士 １人 
有機性廃棄物資源化施設技術管理

士 
１人 

廃棄物処理施設におけるダイオキシン

類対策に係る作業指揮者養成研修修了

者 

２人 特別管理産業廃棄物管理責任者 ５人 

浄化槽技術管理者 ５人 浄化槽管理士 17 人 

浄化槽清掃技術者 ４人 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 ３5 人 

産業洗浄技能士（高圧洗浄作業） 1４人 
特定化学物質及び四アルキル鉛等

作業主任者 
４人 

特定化学物質等作業主任者 ２人 有機溶剤作業主任者 ２0 人 

車両系建設機械運転技能講習修了者 １8 人 
フォークリフト運転技能講習修了

者 
４9 人 

クレーン運転業務の特別教育修了者 １７人 
小型移動式クレーン運転技能講習

修了者 
１9 人 
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資 格 名 人数 資 格 名 人数 

移動式クレーン特別教育修了者 １人 
床上操作式クレーン運転技能講習

修了者 
１人 

高所作業車運転技能講習修了者 ２人 玉掛技能講習修了者 ２９人 

足場の組立て等作業主任者 ６人 
下水道管路管理専門技士(清掃、調

査、修繕・改築) 
３人 

下水道管理技術認定試験合格者（管路

施設） 

 

４人 
下水道管路管理主任技士 

 

３人 

下水道管路更生管理技士資格者 ３人 
FRP 内面補修工法施工技能士(本管

認定、一体型認定) 
５人 

一般土木施工管理技士 ２人 環境計量士（濃度関係） １人 

二級土木施工管理技士 ２人 一級管工事施工管理技士 1 人 

一級電気工事施工管理技士 １人 第一種電気工事士 １人 

第二種電気工事士 １人 浄化槽設備士 １人 

一般貨物自動車整備管理資格者 ２人 
一般貨物自動車運送事業運行管理

者資格者 
１１人 

普通第一種圧力容器取扱作業主任者技

能講習修了者 
２人 三級シャシ自動車整備士 1 人 

危険物取扱者免状甲種 1 人 危険物取扱者免状乙種 1 類 ２人 

危険物取扱者免状乙種 3 類 ２人 危険物取扱者免状乙種 4 類 ６人 

ガス溶接技能講習修了者 ３人 
アーク溶接等の業務に係る特別教

育修了者 
５人 

低圧電気取扱業務特別教育修了者 １４人 二級ボイラー技士 2 人 

刈払機安全衛生教育修了者 ３人 
産業廃棄物事故防止実務研修会修

了者 
１人 

排水設備工事責任技術者 １人 給水装置工事主任技術者 １人 

積卸し作業指揮者講習修了 １人 はい作業主任者技能講習修了者 １人 

フルハーネス型墜落制止用器具特別教

育修了者 
４人 

クリスタルライニング工法専門技

術者認定証 
７人 
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14．車両台数                              R5.３.３1 現在 

車 種 車両台数 車 種 車両台数 

大型 10ｔローリー 1４台 大型 10t ダンプ ４台 

４t バキューム車 １台 4t ダンプ ３台 

３t バキューム車 １台 3t ダンプ １台 

グリストラップ車 4ｔ ６台 ９t ダンパー 1 台 

グリストラップ車 2ｔ 1 台 6t ダンパー １台 

塵芥車 3t ７台 保冷車 4t ３台 

塵芥車 2t １台 保冷車 2t １台 

小型移動式クレーン車 2 台 冷蔵冷凍車４ｔ 1 台 

高圧洗浄車 2 台 ウイング車７t １台 

キャブオーバー1t 車 ２台 ウイング車 4t １台 

下水管路補修専用車 1 台 パワフルマスター １台 

検査測定車（テレビカメラ） ２台 パワフルダンパー９ｔ 1 台 

マイクロ車（９人乗り） １台 浄化槽管理車 ６台 

軽トラック ３台 合  計 ６９台 

 

１５．積替保管施設(谷山港事業所) 

貯留タン

ク 

１，０００ｋℓ 汚泥、廃酸、廃アルカリ、動植物性

残さ、動物のふん尿 

貯留槽   ２００ｋℓ 汚泥、廃酸、廃アルカリ、動植物性

残さ、動物のふん尿 

保管施設     10ｍ３ 汚泥、廃ブラスチック類、ガラスく

ず・コンクリートくず及び陶磁器く

ず、金属くず（水銀使用製品産業廃

棄物であるものを含む、廃石綿産業

廃棄物を除く） 

 

1６．受託した産業廃棄物の処理量（t／Ｒ4 年度）（特別管理産業廃棄物を含む） 

収集運搬量 ２０，４９１   

中間処理量 ２５，２８６ うち再資源化量 １３，８8９ 

最終処分量 0   

中間処理後の産廃の処分量 ２，８９３   

 

１７．受託した一般廃棄物の処理量（t／4 元年度） 

収集運搬量 ２4，772   

中間処理槽 ７45 うち再資源化量  ７45 
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1８．処理施設 

施設の種類 処理能力 設置場所 

中和処理施設 200ｍ３／日（  8H） 谷山港事業所 

焼却処理施設 

キンセイ焼却炉 

5．04ｔ／日（24H） 
リファイナリーセンター 

アクトリー焼却炉 

3８．８８ｔ／日（24H） 
リファイナリーセンター 

油水分離施設 60ｍ３／日（24H） リファイナリーセンター 

高速発酵堆肥化施設 40ｔ／日（24H） リファイナリーセンター 

脱水施設 180ｍ３／日（24H） リファイナリーセンター 

選別施設 ８８ｔ／日（８H） 

２６．４ｔ／日（８H） 
谷山港事業所 
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- 10 - 
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〇中和施設 (谷山港事業所) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃酸、廃アルカリを中和処理し、リファイナリーセンターで廃水を処理する。 

 

〇焼却施設 (リファイナリーセンター) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物を焼却処理し、燃え殻と 13 号は管理型最終処分所で埋立処分する。 

特別管理産業廃棄物 

廃油、廃酸、廃アルカリ（特定有害産業廃棄物を含む）及び特定有害産業廃棄物（汚泥、ばいじ

ん）、感染性産業廃棄物 以上 6 種類 

（特定有害産業棄物のうち、廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物、ＰＣＢ処理物、廃石綿等及び有害産業

廃棄物の一部を除く。） 

１３号廃棄物：ばいじんを無害化（キレート）処理したもの

受
入
・
保
管 

焼 

却 

排
ガ
ス
処
理 

煙 

突 

大
気
放
出 

最終処分場 

焼
却
灰 

13

号
廃
棄
物 

(

下
記
参
照) 

汚泥、廃酸、廃油 

廃アルカリ、紙くず、 

廃プラスチック類、金属

くず、動植物性残さ、動

物系固形不要物、ゴムく

ず、ガラスくず・コンク

リートくず及び陶磁器く

ず、木くず、繊維くず、

がれき類、燃え殻、 

鉱さい、ばいじん、動物

のふん尿、動物の死体、

特別管理産業廃棄物につ

いては下記参照。 

収集運搬業者 

撹
拌
槽 

リ
フ
ァ
イ
ナ
リ
ー
セ
ン
タ
ー

廃
水
処
理
施
設 

PH 調整 

消石灰、苛性ソーダ又は硫酸、塩酸 

 
 

廃酸 

廃アルカリ 

収集運搬業者 

専用運搬車両 

13 
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〇油水分離施設 (リファイナリーセンター) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グリーストラップ清掃廃水を油水分離し、回収油は再生利用する。 

 

〇高速発酵堆肥化施設 (リファイナリーセンター) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有機性廃棄物を堆肥化し、再生利用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

受 

入 

 
  

分
離
槽 

 
  

油
貯
留
槽 

 
  焼却炉助燃油 

販 売 

油分 

リファイナリーセンター 

廃水処理施設 

水分 

廃油 

汚泥 

動植物性残さ 

収集運搬業者 

戻し堆肥 

堆
肥
化 

ふ
る
い
選
別 

 

包 装 

バラ製品 

収集運搬業者 

汚泥、廃酸 

動植物性残さ 

動物のふん尿 

販 

売 
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〇脱水施設 (リファイナリーセンター) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚泥等を脱水・堆肥化し、再生利用する。 

 

〇選別施設 (谷山港事業所) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚泥と廃プラスチックの混合物を選別し、排出事業者が再利用。再利用できないものは焼却又は

管理型最終処分場で埋立処分する。 

受 

入 

槽 

 
  脱

水
処
理 

リ
フ
ァ
イ
ナ
リ
ー
セ
ン
タ
ー 

高
速
発
酵
堆
肥
化
施
設 

下水道放流 

脱水汚泥 

ろ液 

廃酸 

汚泥 

動物のふん尿 

収集運搬業者 

リファイナリーセンター 

廃水処理施設 

選
別
処
理 

リ
フ
ァ
イ
ナ
リ
ー
セ
ン
タ
ー
内 

脱
水
処
理
施
設
又
は
廃
水
処
理
施
設
へ 

選別後の汚泥・廃プラスチック類混合物 

保
管
施
設 

汚泥・廃プラスチ

ック類混合物 

収集運搬業者 

選別後の汚泥 

 
専用運搬車両 

 

再利用可能分 

排出事業者へ 

 

 再利用不可能分 

焼却処理、 

管理型埋立処分処理 
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株式会社サニタリー 環境経営システム組織図 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 職 役割・責任・権限 

代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任 

・環境経営システムの実施に必要な、人、設備、費用、時間、技能・技術者を用

意 

・環境管理責任者を任命 

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知 

・環境経営目標・環境経営計画書を承認 

・代表者による全体の評価と見直しを実施 

・環境経営レポートの承認 

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理 ・環境関連法規等の取りまとめ表を承認 

・環境経営目標・環境経営計画書を確認 ・環境経営の取組結果を代表者へ報告 

・環境経営レポートの確認 

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐 

・「環境関連法規等取りまとめ表」の作成 

・「環境関連法規等取りまとめ表」に基づく順守評価の実施 

・環境経営目標・環境経営計画書原案の作成 

・環境経営目標・環境経営計画の実績集計 

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口 

・環境経営レポートの作成、公開(事務所に備付けと地域事務局への送付) 

部門長 ・自部門における環境経営システムの実施 

・自部門における環境経営方針の周知 

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施 

・自部門に関連する環境経営計画の実施及び達成状況の報告 

・特定された項目の手順書作成及び運用管理 

・自部門の特定された緊急事態への対応のための手順書作成、テスト・訓練・記

録 

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置 

全従業員 ・エコアクション 21 を理解し、その重要性を認識する 

・環境経営方針を守り積極的に活動する 

・環境改善への意見提案や環境問題・異常時の上司への報告 

認証・登録の適用範囲 

(認証・登録番号 0009053) 

住所：本社 鹿児島市東谷山５丁目 

20 番 11 号 

関連事業所：リファイナリーセンター 

谷山港事業所 

活動：一般廃棄物・産業廃棄物の収集

運搬、 一般廃棄物・産業廃棄物の

中間処理、 し尿処理場等清掃・補

修（建設業）、 浄化槽保守点検・清

掃業、 下水道管内 TV カメラ調査・

補修（建設業）、 グリーストラップ

清掃業、 環境計量証明事業 

代表取締役 
池本 宗隆 

環境管理責任者 
浅井 進一郎 

 

環境事務局 
郷之丸 政弘 

 

本
社 上

薗 

秀 

谷
山
港
事
業
所 

上
村
行
弘 

リ
フ
ァ
イ
ナ 

リ
ー
セ
ン
タ
ー 

新
木
伸
哉 
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【２】環境経営方針 

 

株式会社 サニタリー 

環 境 経 営 方 針 

   株式会社 サニタリーは、雄大な桜島、豊かな恵みを育む錦江湾を望む地にあって、 
より積極的に環境保全に取り組み、地球に優しく、地域環境を守り、地域社会に貢献 
していくという大きな使命と責任を持ち、当社の事業を推進してまいります。 

   主事業として、一般・産業廃棄物の収集・運搬及び中間処理を行うにあたり、地域 
社会に信頼される企業であり続けるため、具体的な目標をもって事業に取り組みます。 

   ＜行動指針＞ 

１．環境法令・条例等の法的要求事項やその他の要求事項を順守します。 

２．環境負荷のかからないリサイクル技術・廃棄物処理を探求し続けます。 

３．省エネルギー、資源の有効利用を目指して、環境負荷削減に取り組みます。 

   （１）電力の消費に伴う二酸化炭素排出量の削減 
   （２）収集運搬車・重機・処理施設の燃料消費に伴う二酸化炭素の削減 
   （３）受託一般・産業廃棄物の３Ｒの指導・推進 
   （４）水資源の節水 
   （５）化学物質の適正管理 
   これらについて環境経営目標・環境経営計画を定め、定期的に見直しを行い、継続的 

  な改善に努めます。（受託した産業廃棄物の収集運搬・処分における項目について、 
 中長期の目標と単年度の目標の策定は（３）の目標に含む。） 

４．事故・災害を未然に防ぐための対策を確立し、常に見直します。 

５．環境保全のための従業員教育を積極的に行います。 

６．地域社会の環境活動への積極的参加と地域環境保全の推進に努めます。 

７．事業場内の５S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の推進と緑化に努めます。 

８．環境方針は全従業員に周知するとともに、社外に公表します。 

                        制定日：２０１２年 ７月１日 
                        改定日：２０２２年 ４月１日 

                      代表取締役  池本 宗隆 
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【３】環境経営目標 

 中長期目標 

項 目 部門 

令和３年度 

基準年 

Ｒ３.4～ 

Ｒ４.3 

令和４年度 

 

Ｒ4.4～ 

  R5.3 

令和 5 年度 

 

R5.4～ 

 R6.3 

令和 6 年度 

 

R6.4～ 

 R7.3 

令和 7 年度 

 

R7.4～ 

 R8.3 

令和 8 年度 

 

R8.4～ 

 R9.3 

CO2

排 出

量 削

減 

二酸化炭素

排出量合計

(kg-CO²) 

全社 3,234,523 ― ― ― ― ― 

本社 36,636 △1％ △2％ △3％ △4％ △5％ 

谷山港事業所 670,068 △1％ △2％ △3％ △4％ △5％ 

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ 2,527,819 ― ― ― ― ― 

電力使用量 

(kg-CO2） 

全社 1,298,251 ― ― ― ― ― 

本社 
14,808 

 (R3 年度実績) 
△1％ △2％     △3％ △4％ △5％ 

谷山港事業所 
19,398 

(R3 年度旧目標) 
△1％ △2％     △3％ △4％ △5％ 

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ 
1,264,045 

(R3 年度実績) 
― ― ― ― ― 

燃料使用量 

(kg-CO2） 

全社 1,936,272 ― ― ― ― ― 

本社 
21,828 

（R3 年度実績） 
△1％ △2％  △3％   △4％ △5％ 

 

谷山港事業所 
650,670 

(R2 年度実績) 
△１％ △２％ △３％ △４％ △５％ 

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀ- 
1,263,774 

（R3 年度実績） 
― ― ― ― ― 

廃 棄

物 削

減  

自社一般廃

棄物（Kg） 

全社 9,592  △1％ △2％ △3％ △4％ △5％ 

本社 
1,956 

（R3 年度実績） 
△1％ △2％ △3％ △4％ △5％ 

谷山港事業所 
6,275 

(R3 年度旧目標) 
△1％ △2％ △3％ △4％ △5％ 

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ 
1,361 

(R3 年度実績) 
△1％ △2％ △3％ △4％ △5％ 

受託廃棄物

の 3R(受託

脱水汚泥)の

100％堆肥

化   

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ 
受 託 脱 水 汚

泥の 100％

堆肥化 

 
堆肥の販売促進 

受託脱水汚泥の全量堆肥化  

再生油の回

収 及 び

100％再利

用(焼却炉の

助燃剤)  

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ 

受託ｸﾞﾘｽﾄﾗ

ｯ ﾌ ﾟ汚泥全

量処理及び

再 生 油

100％再利

用(助燃剤) 

 

グリストラップ汚泥（受託分

全量）からの再生油の回収を

行い、焼却炉助燃材に利用（全

量利用し、化石燃料の消費削

減） 

 

サーマルリ

サイクルの

推進 

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ 

 

 

焼却炉のサーマルリサイクル

（焼却炉冷却水を油水分離装

置の加温分離や堆肥化施設の

冬季の加温用熱源として利用

し、化石燃料の消費ゼロ） 
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項 目 部門 

令和３年度 

基準年 

Ｒ３.4～ 

 Ｒ４.3 

令和４年度 

 

Ｒ４.4～ 

Ｒ５.3 

令和５年度 

 

Ｒ５.4～ 

  Ｒ６.3 

令和６年度 

 

Ｒ６.4～ 

   R７.3 

令和７年度 

 

R７.4～ 

  R８.3 

令和８年度 

 

R８.4～ 

  R９.3 

水 資

源 の

節水 

水道使用量 

（m³) 

全社 2,163.7 △1％ △2％ △3％ △4％ △5％ 

本社 
231.0 

(R3 年度実績) 
△1％ △2％ △3％ △4％ △5％ 

谷山港事業所 
601.7 

(R,3 年度実績) 
△1％ △2％ △3％ △4％ △5％ 

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ 
1,331.0 

（R3 年度実績） 
△1％ △2％ △3％ △4％ △5％ 

工業用水使

用量（ｍ３） 

全社 74,235      

谷山港事業所 
3,213 

(R3 年度実績) 
△１％ △２％ △３％ △４％ △５％ 

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ 
71,022 

（R3 年度実績） 
― ― ― ― ― 

化 学

物 質

管理 

在庫チェッ

クと点検実

施 

(1 回／月) 

全社 36 ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ 

本社 12 １２ １２ １２ １２ １２ 

谷山港事業所 12 １２ １２ １２ １２ １２ 

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ 12 １２ １２ １２ １２ １２ 

地 域

貢献 

地域清掃活

動（回） 

全社   36 36 36 36 36 36 

本社 12 12 12 12 12 12 

谷山港事業所 12 12 12 12 12 12 

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ 12 12 12 12 12 12 

リファイナリーセンターにおける取組（原単位：電力及び燃料から発生する CO₂、工業用水道使用量

を産業廃棄物の焼却処理量で除した。） 

 

 

項 目 

令和 3 年度 

基準年 

R3.4～ 

  R4.3 

平成 4 年度 

 

R4.4～ 

  R5.3 

令和 5 年度 

 

R5.4～ 

 R６.3 

令和６年度 

 

R6.4～ 

 R７.3 

令和７年度 

 

R７.4～ 

 R８.3 

令和８年度 

 

R８.4～ 

 R９.3 

CO ₂

排 出

量 削

減 

CO₂排出量合計(kg-CO₂/t) 
232.20 

(R3 年度実績) 
△１％ △２％ △３％ △４％ △５％ 

電力使用量(kg-CO₂/t) 
116.11 

(R3 年度実績) 
△１％ △２％ △３％ △４％ △５％ 

燃料使用量(kg-CO₂/t) 
116.09 

(R3 年度実績) 
△１％ △２％ △３％ △４％ △５％ 

水資源

の節水 
工業用水使用量(m³/t) 

6.52 

(R3 年度実績) 
△１％ △２％ △３％ △４％ △５％ 

※電力の CO2 排出係数：九州電力令和２年度調整後排出係数 0.479 ㎏-CO２／kWh で算出した。 

※事業規模の拡大に伴い本社、谷山港事業所、リファイナリーセンターの二酸化炭素排出削減、廃棄

物排出削減及び水資源の節水について目標を定め、環境に配慮した事業活動に取り組むこととした。 

※リファイナリーセンターの事業規模の拡大に伴い増加する電力、燃料や工業用水の使用量が増大し、

特に焼却処理に大きく左右されている。このような状況でも二酸化炭素削減や水資源の節約の取組

みの効果を把握するため、産業廃棄物の焼却処理量当たりの原単位を目標として導入し、環境に配

慮した事業活動に取組むこととした。 

 

※実績推移を考慮し変更が必要な場合は、中長期目標の変更を今後も検討する。 
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  環境目標と実績 

＜全社の合計値：本社＋谷山港事業所＋リファイナリーセンター＞ 

項 目 部門 

令和３年度 

R3.4～ 

R4.3 

令和４年度 
R４.4～R５.3 

（基準値） 目 標 実 績 評 価 

CO2 排出
量削減 

二酸化炭素排
出量合計 

（Kg- CO2） 

全社 3,234,523 ― 3,176,985  

本社 
36,636 

 
36,270 

△1％ 
34,700 

△5％ 
達成 

谷山港事業所 
670,068 

 
664,367 

 △1％ 
648,795 

△3％ 
達成 

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ 2,527,819 ― 2,493,490  

電力使用量 
（Kg- CO2） 

全社 1,298,251 ― 1,123,157  

本社 
14,808 

(R3 年度実績) 

14,660 
△1％ 

14,830 
0.1% 

未達 

谷山港事業所 
19,398  

(R3 年度旧目標) 
19,204 

△1％ 
17,808 

△9% 
達成 

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ 
1,264,045 
（R3 年度実績） 

― 1,190,519  

燃料使用量 
（㎏-CO²） 

全社 1,936,272 ― 1,953,828  

本社 
21,828 

（R3 年度実績） 

21,610 
△1％ 

19,870 
△9％ 

達成 

谷山港事業所 
650,670 

（R2 年度実績） 

644,163 
△1％ 

630,987 
△3％ 

達成 

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ 
1,263,774 
（R3 年度実績） 

― 1,302,971  

廃棄物削
減 

一般廃棄物 
（Kg） 

全社 9,592 9,496 
△1％ 

8,750 
△9％ 

達成 
 

 

本社 
1,956 

（R3 年度実績） 

1,936 
△1％ 

1,555 
△21％ 

谷山港事業所 6,275 

(R３年度旧目標) 
6,212 
△1% 

5,852 
△7％ 

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ 1,361 
(R3 年度実績) 

1,347 
△1％ 

1,343 
△1% 

受 託 廃 棄 物 の

3R( 受 託 脱 水 汚

泥)の 100％堆肥

化   

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ 
受託脱水汚泥の

100％堆肥化 

堆肥の販売促進 

受託脱水汚泥全量 

堆肥化 

受け入れ量 

1,795(ｔ) 
(100％) 

達成 

再生油の回収及び

100％再利用(焼

却炉の助燃剤) 

サーマルリサイク

ルの推進 

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ 

受託ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ汚

泥全量処理及び

再生油 100％再

利用(助燃剤) 

ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ汚泥の再生

油を回収、焼却炉助燃

材に利用 

ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ（油水分離施

設の加温分離や堆肥化

施設へ冬季加温用の熱

源として利用し化石燃

料消費を削減する。） 

 

受け入れ量 

9,417(㎥) 

(100％) 
達成 

水資源の
節水 

水道使用量 
（ｍ３） 

全社 2,163.7 
2,142.1 

△1％ 
1,875.8 
△1３％ 

達成 
 

本社 
231.0 

（R3 年度実績） 

228.7 
△1％ 

229.0 
△1% 

谷山港事業所 
601.7 

（R3 年度実績） 

595.7 
△1％ 

586.8 
△３％ 

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ 
1,331.0 

（R3 年度実績） 

1,317.7 
△1％ 

1,060.0 
△2１% 
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項 目 部門 

令和３年度 

R3.4～ 

R4.3 

令和４年度 
R４.4～R５.3 

（基準値） 目 標 実 績 評 価 

水資源の

節水 

工業用水使用量

（ｍ３） 

全社 74,235 ― 62,133 ― 

谷山港事業所 
3,213 

(R3 年度実績) 

3,181 

△1％ 

2,782 

△１３％ 
達成 

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ 71,022 ― 59,351 ― 

化学物質

管理 

在庫チェック

と点検実施 

（１回／月） 

全社 36 36 36 

達成 
 

本社 12 １２ １２ 

谷山港事業所 12 １２ １２ 

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ   12 １２ 12 

地域貢献 
地域清掃活動 

（回） 

全社 36 36 36 

達成 
 

本社 12 12 12 

谷山港事業所 12 12 12 

ﾘﾌｧｲﾅﾘｰｾﾝﾀｰ 12 12 12 

 ※電力の CO2係数：九州電力平令和２年調整後排出係数 0.479 ㎏-CO２／kWh で算出した。 

 ※受託廃棄物の 3R：販売量の調査期間 

 

リファイナリーセンターにおける取組（原単位：電力及び燃料から発生する CO₂、工業用水道使用量

を産業廃棄物焼却量で除した。） 

項 目 

令和３年度 

R3.4～ 

R4.3 

令和４年度 
R４.4～R５.3 

（基準値） 目 標 実 績 評 価 

CO2 排出

量削減 

CO₂排出量合計(kg-CO₂/t) 
232.20 

（R3 年度実績） 

229.88 

△1％ 

238.28 

4％ 
未達 

電力使用量（kg-CO₂/t) 
116.11 

（R3 年度実績） 

114.95 

△1％ 

113.77 

△1％ 
達成 

燃料使用量（kg-CO₂/t) 
116.09 

（R3 年度実績） 

 114.92 

△1％ 

124.51 

8％ 
未達 

資源の節

水 
工業用水道使用量（ｍ³/t） 

6.52 
（R3 年度実績） 

6.45 

△1％ 

5.67 

△12% 
達成 

 

１． リファイナリーセンター新設焼却炉による事業拡大のため、これまで電気使用量、燃料使用量

及び工業用水使用量の増加についてその推移を把握してきた。今後、事業規模の拡大に伴って

増加する項目についても新たな目標を定め、環境に配慮した事業活動に取組むこととした。 

２． 電気の見える化により、電気使用量を平準化し、コスト削減に務めることとした。 

３． 受託廃棄物の 3Ｒは月別の変動が大きいことから目標設定しにくく、受託廃棄物の脱水汚泥と

グリストラップ汚泥のリサイクル 100％維持を活動目標とすることとした。 
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【４】環境経営計画の取り組み結果とその評価 

 

経 営 計 画 本 社 谷山港事業所 リファイナリーセンター 

1.二酸化炭素の排出量の削減 

（1）自動車等燃料使用量の削減 

  ①アイドリングストップ ○ ○ ○ 

  ②車間距離を守り、急加速、

急発進をしない 
○ ○ ○ 

③冷暖房を控え目にする ○ ○ ○ 

  ④始業前に、運搬車両・重機

等の点検・整備を実施する 
○ ○ ○ 

  ⑤重機のエアフィルター清 

  掃 
― ○ ○ 

  ⑥タイヤ空気圧の確認 ○ ○ ○ 

  ⑦処理施設の効率的運用 ― ― 〇 

削減目標の結果 達成 達成 未達 

評 価 

車両整備、エコドライブ

等の推進により、活動計

画は実行できた。 

車両整備、エコドライブ

の浸透により成果が上

がりつつあり、業務量の

増大（県外からの運搬）

でも対応可能であった。 

中間処理施設の運用

の効率化を図るため、

整備点検の実施や安

定的な運用を図って

いる。 

 

（2）電気使用量の削減 

①不要照明の消灯（休憩時

間） 

   

○ ○ ○ 

②退社時に不要コンセント

を抜く 
○ ○ ○ 

  ③不要な照明の消灯（倉庫） ○ ○ ○ 

④節電表示を貼る。 ○ ○ ○ 

  ⑤パソコンの省電力設定 ○ ○ ○ 

⑥エアコン室内温度設定を 

夏 28℃ 冬 20℃に設定 
○ ○ ○ 

⑦デマンド計、見える化ユ

ニットの設置 
― ― ○ 

⑧屋外灯の消灯確認 ― 〇 ○ 

削減目標の結果 未達 達成 達成 

評 価 

気温の上昇、コロナ対策

（換気の徹底）に伴う影

響があった。 

 

主に事務所における活

動計画が成果として出

ている。但し、車庫の消

灯確認が忘れがちとな

るので注意していく。 

電気の見える化によ

り設定した目標によ

り、成果が明らかとな

った。 
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 （〇：該当 ―：非該当）

経 営 計 画 
本 社 谷山港事業所 リファイナリーセンター 

2．一般廃棄物の削減 

①廃棄物の分別を徹底する ○ ○ ○ 

②ミスコピーの防止に努め 

 る 
○ ○ ○ 

  ③ミスコピーの裏紙使用 ○ ○ ○ 

④保管書類のデータ化 〇 〇 ○ 

  ⑤コピー機のリセット（ミス

コピーの防止） 
○ ○ ○ 

削減目標の結果 達成 達成 達成 

評 価 

意識も変わり、コピーの

ミスも減少した。事業所

間の書類のやり取りも

データ化が浸透してき

た。会議資料はペーパー

レスで実施。 

活動計画は意欲的に取

り組めた。 

事業所間の書類のやり

取りもデータ化が浸透

してきたが、未達となっ

た。 

活動計画は意欲的に

取り組めた。 

事業所間の書類のや

り取りもデータ化が

浸透してきたが、未達

となった。 

３．受託産廃の３Ｒ 

 （１）受託脱水汚泥の堆肥化

100％の維持及び販売促進 

  ①堆肥化の適正管理及び発

酵状況の確認 

 

 

 

― 

 

 

 

― 

 

 

 

〇 

  ②チラシの作成・配布 ○ ○ ○ 

  ③来社された方へのＰＲ ○ ○ ○ 

目標の結果 達成 達成 達成 

評 価 

営業先における PR は

行っているが、来社され

た方への PR 活動は更

なる取り組みが必要。 

同左 堆肥化 100％を達成

したが、取扱いを容易

にするため、ペレット

化を導入した。 

 （２）再生油の回収（受託グ

リス汚泥の油水分離処理

100％の維持）及び利用 

  ①油水分離施設の適正管理   

 

 

 

― 

 

 

 

― 

 

 

 

〇 

②油水分離の機能状態確認 ― ― 〇 

③再生油の利用(焼却炉補助

燃料：サーマルリサイク

ル) 

― ― 〇 

目標の結果 ― ― 達成 

評 価 ― ― 
化石燃料消費削減に

貢献出来た。 

 （〇：該当 ―：非該当）
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経 営 計 画 本 社 谷山港事業所 リファイナリーセンター 

 （３）サーマルリサイクルの

促進(焼却炉排熱利用) 

  ①油水分離施設の加温用熱

源利用   

 

― 

 

― 

 

〇 

  ②堆肥化施設の冬季加温用

熱源利用 
― ― 〇 

目標の結果 ― ― 達成 

評価 ― ― 
化石燃料消費削減に

貢献出来た。 

４.水資源の削減 

①給水栓付近に節水呼びか

け表示をする 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

②節水の呼びかけ 〇 〇 ○ 

  ③洗車時の節水 〇 ○ ○ 

④節水コマの取り付け 〇 〇 〇 

削減目標の結果 未達 達成 達成 

評 価 

活動計画も徐々に浸透

したが、目標をわずかに

達成しなかった。 

活動計画も徐々に浸透

し、上水道、工業用水道

は達成となった 

活動計画も徐々に浸

透し、上水道、工業用

水道は達成となった。 

５．化学物質の適正管理 

  ①在庫管理と定期点検（1 回

／月） 

   

○ ○ ○ 

目標の結果 達成 達成 達成 

評 価 計画通り管理できた 計画通り管理できた 計画通り管理できた 

６．地域環境保全活動 

 ①敷地周辺及び場内清掃 ○ ○ ○ 

目標の結果 達成 達成 達成 

評価 

毎週月曜日は本社周辺

道路の清掃に取り組ん

だ。 

全体朝礼前に清掃活動

を行っている。今後も継

続して活動する。 

全体朝礼前に清掃活

動を行っている。今後

も継続して活動する。 

 （〇：該当 ―：非該当） 
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次年度の取り組み内容 

 

経 営 計 画 本 社 
谷山港事

業所 

リファイ

ナリーセ

ンター 

期 限 

1.二酸化炭素の排出量の削減 

（1）自動車燃料使用量の削減 

  ①アイドリングストップ ◎ ◎ ◎ 

2024/3/31 

  ②車間距離を守り、急加速、急発進をしない ◎ ◎ ◎ 

③冷暖房を控え目にする ◎ ◎ ◎ 

  ④始業前に、運搬車両・重機等の点検・整備を

実施する 
◎ ◎ ◎ 

  ⑤重機のエアフィルター清掃 ― ◎ ◎ 

  ⑥タイヤ空気圧の確認 ◎ ◎ ◎ 

  ⑦処理施設の効率的運用 ― ― ◎ 

（2）電気使用量の削減 

①不要照明の消灯（休憩時間） 

 

◎ 

 

◎ 

 

◎ 

2024/3/31 

②退社時に不要コンセントを抜く ◎ ◎ ◎ 

  ③不要な照明の消灯（倉庫） ◎ ◎ ◎ 

④節電表示を貼る。 ◎ ◎ ◎ 

  ⑤パソコンの省電力設定 ◎ ◎ ◎ 

⑥エアコン室内温度設定を 夏 28℃ 冬 

20℃に設定 
◎ ◎ ◎ 

⑦屋外灯の消灯確認 ― ◎ ◎ 

2．一般廃棄物の削減 

①廃棄物の分別を徹底する 

 

◎ 

 

◎ 

 

◎ 

2024/3/31 
②ミスコピーの防止に努める ◎ ◎ ◎ 

  ③ミスコピーの裏紙使用 ◎ ◎ ◎ 

④保管書類のデータ化 ◎ ◎ ◎ 

  ⑤コピー機のリセット（ミスコピーの防止） ◎ ◎ ◎ 

３．受託産廃の３Ｒ 

 （１）受託脱水汚泥の堆肥化 100％の維持及び

販売促進 

  ①堆肥化の適正管理及び発酵状況の確認 

 

 

 

― 

 

 

 

― 

 

 

 

◎ 
2024/3/31 

  ①チラシの作成・配布 ◎ ◎ ◎ 

  ②来社された方へのＰＲ ◎ ◎ ◎ 

 （２）再生油の回収（受託グリス汚泥の油水分

離処理 100％の維持）及び利用 

  ①油水分離施設の適正管理   

 

 

― 

 

 

― 

 

 

◎ 
2024/3/31 

②油水分離の機能状態確認 ― ― ◎ 

③再生油の利用(焼却炉補助燃料：サーマルリ

サイクル) 
― ― ◎ 

 （◎：該当 ―：非該当） 
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経 営 計 画 本 社 
谷山港事

業所 

リファイナ

リーセンタ

ー 

期 限 

 （３）サーマルリサイクルの促進 

(焼却炉排熱利用) 

  ①油水分離施設の加温用熱源利用   

 

― 

 

― 

 

◎ 2024/3/31 

②堆肥化施設の冬季加温用熱源利用 ― ― ◎ 

４.水資源の削減 

①給水栓付近に節水呼びかけ表示をする ◎ ◎ ◎ 

2024/3/31 ②節水の呼びかけ ◎ ◎ ◎ 

  ③洗車時の節水 ◎ ◎ ◎ 

④節水コマの取付 ◎ ◎ ◎ 

５．化学物質の適正管理 

  ①在庫管理と定期点検（1 回／月） 
◎ ◎ ◎ 2024/3/31 

６．地域環境保全活動 

  ①敷地周辺及び場内清掃（年間 36 回） 

 

◎ 

 

◎ 

 

◎ 
2024/3/31 
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【５】令和４年度環境関連法規等の遵守状況、法違反、訴訟等の有無 

法規 

制等 
該当する要求事項 関連条例による規制 

該当する業務及び

設備等 

遵守状況 

 
本 

 
社 

谷
山
港
事

業
所 

リ
フ
ァ
イ
ナ
リ

ー
セ
ン
タ
ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃 

 

棄 

 

物 

 

処 

 

理 

 

法 

 

一般廃棄物処分業 

新規・更新・変更許可申請、廃止届、収集 

運搬・処分実績、契約事業所名簿 

鹿児島市廃棄物の処理及び

清掃に関する条例 

一般廃棄物の収集・運

搬・中間処理 

○ 

 

○ ○ 

一般廃棄物処理施設 

新規、変更許可申請、廃止届、・設置・変 

更、使用前検査等、軽微変更等届 

鹿児島市廃棄物の処理及び

清掃に関する条例 

 

・ごみ処理施設(堆肥化 

施設、脱水機) 

・油水分離施設 

○  

 

 

 

○ 

 

○ 

産業廃棄物収集運搬業及び処分業 

新規・更新・変更許可申請、廃止届、収集 

運搬及び処分・処理実績報告、顧客との委 

託契約、産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)交付 

廃棄物処理法に基づく行

政への許可申請及び届出 

収集運搬業：市長・知事 

 県外（中核市長・知事） 

処分業：市長 

(特別管理)産業廃棄物

の収集・運搬・中間処理 

○ ○ 

 

○ 

産業廃棄物処理施設 

産業廃棄物処理施設等の設置等による事

前協議、新規、変更許可申請、廃止届、

設置・変更・使用前検査・定期検査（焼 

却施設等）、軽微変更等届出 

鹿児島市産業廃棄物の処

理に関する指導要綱 

 

・中和処理施設 

・選別施設 

・焼却処理施設 

・油水分離施設 

・堆肥化施設 

・脱水施設 

○  

○ 

○ 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

産業廃棄物排出事業者 

・委託収集運搬・処分業者契約及び許可証写 

し保管（許可期限切れ更新） 

・保管基準 60cm×60cm 以上表示 

・飛散・浸透防止、衛生管理 

・現場で 300 ㎡以上の仮置をする場合 

・自社による運搬時の表示、書類携行 

・産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)交付 

Ａ，B2、D、E 票の保管（5 年間） 

 B2D 票 90 日、Ｅ票 180 日以内に送付

ない場合 30 日以内に市長・知事報告 

・産業廃棄物管理票交付等状況報告書 

 

 

 

 

 

廃棄物処理法に基づく市

長への報告 

 

 

 

 

上記同 

 ○ ○ ○ 

浄化槽

法 

浄化槽保守点検業 

浄化槽清掃業 

・新規・更新、変更・廃止届(別途、廃棄物 

処理法に基づく収集・運搬業許可取得) 

浄化槽法及び市登録条例

に基づく行政への許可及

び登録申請及び届出等：市

長 

浄化槽保守点検 

(51 人槽以上の定期水

質検査を含む) 浄化槽

清掃 

○ ○  

水質汚

濁防止

法 

・特定施設の届出 

 

 

 

 

 

・事故後の処置 

・有害物質使用特定施設及び有害 

物質貯蔵指定施設の定期点検 

・排出水の測定及び水質基準 

鹿児島市環境保全条例 ・有害物質貯蔵指定施設 

・71 の 2 イ 洗浄施設 

・11 ホ 水洗式脱臭施

設 

・71 の 4 イ 産業廃棄

物処理施設 

 

 

〇 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

〇 

 

〇 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

〇 

下水道

法 

・特定施設の設置等の届出 

 

 

 

 

 

・事故時の措置（応急措置と届出） 

・水質の測定義務等 

鹿児島市下水道条例 

 

・71 の 2 イ 洗浄施設 

・11 ホ 水洗式脱臭 

施設 

・71 の 4 イ 産業廃棄

物処理施設 

・除害施設 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 
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法規 

制等 
該当する要求事項 関連条例による規制 

該当する業務及び

設備等 

遵守状況 

 
本 
 

社 

  
 谷 
事山 

業港 
所 

 リ 
 フ 
 ァ 
セイ 
ンナ 
タリ 
｜｜ 

大気汚

染防止

法 

ばい煙発生施設 

・届出 

・ばい煙排出基準及び測定結果報告 

鹿児島市環境保全条例 

 

廃棄物焼却施設 

・キンセイ炉 

・アクトリー炉 

  ○ 

 

水銀排出施設 

・届出 

・水銀排出基準 

 廃棄物焼却施設 

・キンセイ炉 

・アクトリー炉 

  〇 

ダイオ

キシン

類特措

法 

特定施設 

・届出 

・ダイオキシン類排出基準及び測定結果報告 

 廃棄物焼却炉 

・キンセイ炉 

・アクトリー炉 

  ○ 

 

悪臭防

止法 

 

悪臭の排出防止 ・鹿児島市の悪臭防止法に

基づく規制地域及び規制

基準 

 

・本社(Ａ地域) 

・谷山港事業所及びリフ 

 ァイナリーセンター 

 (Ｃ地域) 

○ ○ ○ 

PRTR

法 

・対象化学物質の排出量及び移動 

量の届出等(届出) 

 廃棄物焼却施設（排ガ

ス、焼却灰、13 号廃棄

物中のダイオキシン類） 

  ○ 

自動車

リサイ

クル法 

・使用済自動車の引取業者引き渡し 

・新車購入時のリサイクル費用負担 

 自動車 ○ 

 

 

○ 

 

○ 

 

フロン

排出抑

制法 

・フロン類の適切な管理（対象機器をリスト

化し、定期的な簡易点検を実施） 

・回収・破壊の工程確認 

 業務用エアコン、業務用

冷蔵コンテナ 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

家電リ

サイク

ル法 

・家庭電化製品の資源有効利用促進 

・適切引渡し、リサイクル料金負担 

 テレビ、洗濯機、冷凍・

冷蔵庫、家庭用エアコン 

○ 

 

○ ○ 

 

改正リ

サイク

ル法 

使用済みとなったパソコンをメーカーに引

き渡し、再生利用を促進 

 パソコン ○ ○ ○ 

 

 

消防法 

 

 

（谷山港事業所） 

・設置届 

・年 1 回の定期検査 

・表示看板の設置 

・消火器の設置  

・保管数量の確認 

・危険物保安監督者選任届出 

・危険物取扱作業従事者の届出 

(リファイナリーセンター) 

・設置届 

・表示看板の設置 

・消火器の設置 

・保管量の確認          

鹿児島市火災予防条例 （谷山港事業所） 

危険物給油取扱所 

第 4 類 

ガソリン 2,880 ㍑ 

軽油   6,700 ㍑ 

ギヤ油   900 ㍑ 

 

 

(リファイナリーセンタ

ー) 

少量危険物貯蔵所 

第４類 

第 1 石   190 ㍑ 

第 2 石   980 ㍑ 

第 3 石  1,980 ㍑ 

第 4 石  5,980 ㍑ 

 ○  

 

 

 

 

 

 

 

○ 

鹿児島

市環境

保全条

例 

環境管理事業所 

・認定、更新(3 年毎)、変更報告 

・環境管理報告(毎年) 

第 34 条第 1 項 

環境管理指針 

環境管理報告書提出(毎

年) 

○   

(○：要求事項の対象となり遵守状況に問題なし) 

※谷山港事業所およびリファイナリーセンターは騒音規制法、振動規制法の規制地域外に立地している。 

環境関連法規制等の順守状況を定期評価した結果、環境法規制等の逸脱はありません。また、法的違反や訴訟、苦

情はありません。（令和 5 年３月末現在） 



- 27 - 
    

 
 

【6】代表者による全体評価と見直しの結果 

〇 各項目における変更の必要性の有無・指示事項 

➀ 環境方針（変更の必要性・無） 

   ・基本的には現内容とし、微修正に留める。 

   ・ただし、グリーン購入については項目から除外する。 

② 目標・環境経営計画（変更の必要性・有） 

   ・事業規模の拡大により目標の内容等、その推移を把握し、社員への周知を徹底する。 

   ・目標設定変更が適切であるか等経過観察等を行い判断する。 

・グリーン購入は環境方針に伴い項目削除。 

   ・施設の効率的な運転に努める。 

③ 実施体制の状況（変更の必要性・無） 

   ・全員参加型の実施体制をより積極的に進めること。 

 

〇 活動実績のトピックスおよび今後の取組 

・エコアクション21の取組みも１１年目を迎え、活動に対する取り組みも意識してできるよう

になってきました。 

 

・令和４年度から新たな長期目標を設定し、環境負荷削減に努めています。 

 

・焼却に関する環境負荷削減について、原単位を用いて焼却処理量当たりの削減に努めた。電力、

工業用水は目標を達成したが、燃料は未達であった。的確な保守点検により長時間の連続運転

が可能となるよう取り組んでいきます。 

 

・本社における電力、水資源が未達となった。新型コロナウイルス感染防止対策として空調稼働

時においても換気を積極的に行なったため、夏季・冬季の電力量が増大した。水資源について

は、年間累計で目標を0.3㎥上回った。引き続き、節電、節水に努め負荷削減を図ります。 

 

・災害多発が想定されており、施設の復旧支援に努めるための準備をしています。 

 

・今後も焼却技術等の向上やリサイクルの推進により、二酸化炭素削減に努めます。 

・事業活動のGX化や資源循環への積極的な取り組みなど社会情勢の変化に伴い、取り扱う廃棄物

の多様化や増加に適切に対応するため、廃棄物処理技術の向上とともに遵守法令など知識習得

の必要性も高まっていることから、新たな中長期目標の達成に向けて、今後更に従業員教育の

徹底に取り組みます。更にパリ協定や2050年カーボンニュートラルへの対応、プラスチック

資源循環促進法等の推進に伴う再資源化システムの進展状況等、業界の今後の変化に対応でき

るよう情報収集に努めます。 

 

・新型コロナウイルスは令和５年５月から５類に分類されたところですが、廃棄物を衛生的に処

理することは、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠なものとの認識に立ち、引き続き、「廃

棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」に沿って、十分に感染対策を講じな

がら事業を継続していきます。 
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〇 これまでの取組み 

・平成25年度に焼却炉が稼働、電気使用量、燃料使用量及び工業用水道使用量削減の環境目標は

設定が困難なことから、その推移を把握してきました。 

焼却施設の稼働が漸増傾向にあるとして、H30年度に目標を設定し、削減に取り組むこととした

が、稼働率の大幅な上昇がありました。 

令和元年度に新たに原単位を用いた目標を採用し、焼却処理量当たりの使用量の削減を図ること

としました。 

 

・平成29年7月に、廃棄物の受入れの利便性を図るため、大型の保管施設を設置しました。別の事

業所で行っていた前処理を移設したことにより、運搬に要する軽油が不要となりました。運用シ

ステムの見直しを図り、環境負荷の削減に取組みました。 

 

・令和２年１０月に、堆肥の取扱いを容易にするため、ペレット化施設を導入し、堆肥の販売促進

に取り組んでいます。 

 

・令和３年３月に、グリーストラップ清掃水の処理需要の増加に対応するため、油水分離施設を増

設しました。回収した動植物性油は補助燃料に利用し、更なる化石燃料の削減に取り組んでいま

す。 

 

・油水分離施設の能力増強に対応するため、令和４年７月に排水処理施設を増設し、公共下水道へ

の負荷低減を図りました。 
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SDGｓに対する取り組みについて 

 

 

 

 

・ 

 

 

           
 

 

・高齢者雇用 

・大気汚染の防止、ばい煙等の監視及び測

定、処理施設の定期点検 

・悪臭防止、堆肥化施設の密閉化 

・浄化槽や排水処理施設の適正な維持管

理及び清掃 

・水の使用量を把握し、削減 

・グリーストラップの清掃及び清掃排水

の適正処理 

・廃棄物の適正管理（マニフェスト） 

・適正な廃棄物の処理（一般廃棄物、産業廃棄物） 

・二酸化炭素排出量削減 

・油水分離で回収した油分を補助燃料に使用

し、化石燃料の削減 

・サーマルリサイクルの推進 

  

【 ７
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組織図 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部 

営業部 

谷山港事業所 

収集運搬・工事部

 

リファイナリーセンター 

廃棄物処理部門 

業務課 

業務第一課 

(浄化槽・下水道担

 

営業第一課 

(処理施設担当) 

営業第二課 

(一廃・産廃担当) 

経理部 

総務課 

研究室 

取締役 

常務取締役 

代表取締役 

専務取締役 

業務第四課 

(工務担当) 

業務第二課 

(ごみ担当) 

業務第三課 

(グリス担当) 

施設整備課 


